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第１章 景観形成に向けたガイドラインの位置付け 

１．景観形成に向けたガイドラインの⽬的 
 

⼤館市（以下、「本市」という。）は「三⽅を⼭々に囲まれ、河川によって栄え」ており、「市

内に広がる⽥園が育む地域資源」、「⼤館・⽐内・⽥代の歴史的⾵致」、「官⺠連携で創り、育て

てきた景観」が広がります。 

 

これら『⼤館だなぁ』という景観を⾒つめ、磨き上げることで、⼤館に対する⾃信と誇りを

⾼め、市⺠・事業者・⾏政の協働により、住み続けたい⼤館にするべく、令和７年１０⽉に「⼤

館市景観計画」を策定し、⽬指すべき将来の景観像や良好な景観の形成に関する⽅針などを定

めました。 

本市では、地域特性を⽣かした景観形成を進めるため、市⺠・事業者・⾏政が⾏う建築⾏為

等に対して、「景観配慮事項」と「景観形成基準」を定めて、配慮や⼯夫を促します。 

「景観配慮事項」とは、すべての建築⾏為等に対して、各主体が配慮を要する内容です。 

また、「景観形成基準」とは、規定した規模以上の⾏為について、「景観配慮事項」に加えて、

さらに周辺への配慮を⼼掛けていただく内容です。 

すべての建築⾏為等  届出が必要な建築⾏為等 

景観配慮事項 

 景観配慮事項 
 

景観形成基準 

図：建築行為における景観配慮事項と景観形成基準 

⼤館市景観計画 景観形成に向けたガイドライン（以下、「景観ガイドライン」という。）で

は、「景観配慮事項」や「景観形成基準」の内容を分かりやすく⽰し、市⺠・事業者及び⾏政が

イメージを共有し、運⽤できる資料を⽬指します。  

⻑⽊川から望む鳳凰⼭ 豊かな⽥園景観 市⺠が育む⼗ノ瀬藤の郷 
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２．景観ガイドラインの使い⽅ 
 

建築物や⼯作物の建築⾏為や開発⾏為を⾏う際には、その⾏為の規模によって、届出が必要

になります。以下に⽰すフローに則り、計画している⾏為に対する届出の必要性の有無を確認

した上で、必要な⼿続きを⾏ってください。 

届出は建築⾏為等の 30 ⽇前までに⾏う必要があります。届出の⼿続きを⾏う上で、不明な

点がございましたら、担当窓⼝（⼤館市建設部都市計画課）までお問い合わせいただき、事前

協議を⾏ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：届出の手続きフロー  

景観ガイドラインによる 
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① 「⼤館市景観計画」の策定内容について 
■⼤館市景観計画では、「⽬指すべき将来の景観像」や「良好な景観の形成に関する⽅針」

などを⽰しています。 
■全ての建築⾏為等を対象に、景観への配慮や⼯夫を促しますので、届出の必要性の有無

にかかわらず、⼤館市景観計画「第４章 景観形成の基本⽅針」や「第 5 章 景観形成
に関する事項」を確認してください。 

 
② 届出対象⾏為の区分について 

■届出が必要となる「届出対象⾏為」は次のとおりです。 
■計画を予定している⾏為について、届出対象に該当するか予め確認してください。 

⾏為の種類 

届出の規模 
⼀般地域 

（⼭並み・森林景観ゾーン・⽥園景観 
ゾーン、市街地景観ゾーン） 

景観づくり 
推進地区 

建築物の新築、増築、改築、移転、外観（⾊彩）の変更 

⾼さ 13ｍ⼜は延べ⾯積 1,000 ㎡を超えるも
の（増築⼜は改築後においてこの規模を超
えるものを含む。ただし、100 ㎡以下の 
増改築を除く） 

左同 

⼯作物の 
新築、増築、 
改築、移転、 
外観（⾊彩）の
変更 

柵、塀、擁壁その他これらに類するもの ⾼さ 3ｍを超えるもの 左同 
煙突、排気塔その他これらに類するもの
（屋外広告物を除く。） 

⾼さ 13ｍを超えるもの 左同 

遊戯施設類 

コンクリートプラント、アスファルトプラント、
クラッシャープラントその他これらに類する
もの 
汚⽔処理施設、汚物処理施設、 
ごみ処理施設その他これらに類するもの
電波塔等（屋外広告物を除く。）、 
柱類（屋外広告物を除く。） 

⾼さ 30ｍを超えるもの 左同 

太陽光発電設備 
築造⾯積（敷地⾯積）1,000 ㎡を 
超えるもの 

左同 

⾵⼒発電設備 ⾼さ 13ｍを超えるもの 左同 

屋外における 
⼟⽯、廃棄物、
再⽣資源その他
の物件の堆積 

新設及び既存に追加 
⾼さ 3ｍ⼜は⽔平投影⾯積 1,000 ㎡を 
超えるもの 

左同 

⼟⽯等の採取、鉱物の採掘、⼟地の区画形質の変更 
⾯積 3,000 ㎡⼜は法・擁壁の⾼さ 3ｍを 
超えるもの 

左同 

開発⾏為（都市計画法第 4 条第 12 項） 
都市計画区域内：3,000 ㎡以上のもの 
都市計画区域外：10,000 ㎡以上のもの 

左同 

⽊⽵の伐採 − 
伐採検討時、事前相談を
要する 

図：届出対象行為  
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③ 届出の⼿続き内容等について 
■「届出対象」に該当する場合、本ガイドラインの「第５章 届出に必要な書類⼀覧」によ

り、⼿続きに必要な事項を確認し、⾏政と事前協議を⾏ってください。 
 また事前協議後、⾏為の着⼿３０⽇前までに⾏為の届出を⾏ってください。 

 
④「景観配慮事項」と「景観形成基準」について 

■「届出対象外⾏為」の場合、本ガイドラインの「第２章 景観配慮事項」を確認し、チェ
ック項⽬により、基準を満たしているか確認してください。 

■「届出対象⾏為」の場合、本ガイドラインの「第 2 章 景観配慮事項」及び「第 3 章 景
観形成基準」を確認し、チェック項⽬により、基準を満たしているか確認してくださ
い。 

 
⑤ 周辺の景観との調和について 

■「景観配慮事項」や「景観形成基準」のチェック項⽬を踏まえた上で、周辺の景観との
調和について再考し、必要に応じて、計画の⾒直しを検討してください。 
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第２章 景観配慮事項 

１．景観配慮事項の⼀覧 
（１）建築物・⼯作物 

１）⼟地利⽤に応じた基準＜共通事項＞ 

位置・配置 
・周辺及び敷地内の建築物などと調和した配置とする。 
・道路境界線や隣地境界線から後退した位置とし、ゆとりのある空間の確保に努める。 
・景観資源や景観重要建造物等に近接する場合は、その景観保全に配慮した位置とする。 

規模・⾼さ ・周辺の景観と調和した⾼さや規模とするよう努める。 

形態・意匠・素材 

・建築物全体としてまとまりがあり、良好な眺望景観の形成に配慮した形態・意匠とする。 
・建築物等は、周辺の歴史・⽂化との調和に努める。 
・周辺景観との調和や地域特性に応じ、全体的に違和感や圧迫感のない形態・意匠とする。 
・ベランダ、バルコニー、設備機器等を設置する場合は、建築物本体と調和したものとするなど、
まとまりのある意匠とする。 

・建築物への看板、広告塔などの設置はできるだけ避け、やむを得ず設置する場合は、集約化し
必要最⼩限にとどめるとともに、周囲に与える突出感や違和感を軽減するような意匠とするよう
努める。 

・通りに⾯して壁⾯等を設置する場合は、周辺の景観に合わせて適度に壁⾯を区分した意匠・
形態とするなど、圧迫感や威圧感を軽減する。 

・建築後、汚れや破損等によって景観を損なうことがないよう、耐久性、対候性、耐⾊性、年⽉
による⾵合い等を考慮した素材を使⽤するよう努める。 

⾊彩 

・周辺の町並み、⼭並み、⽥園との調和に配慮する。 
・壁⾯に複数の⾊やアクセント⾊を使⽤する際は、周囲の⾊彩との調和、⾊彩の組み合わせに
配慮する。 

・建築設備等の⾊彩は、建築物本体や周辺景観と調和するものとする。 
・⼯作物は、落ち着いた⾊彩で周辺景観や建築物と調和するよう努める。 

敷地 

・建築物が⼭並み、⽥園景観等の周辺景観と調和し、良好な景観の保全が図られるよう、樹
⽊の⾼さや位置に配慮しながら、植栽に努める。 

・植栽にあたっては、⾃然植⽣を考慮するとともに、周辺樹⽊と調和した樹種とする。特に樹姿
や樹勢の優れた樹⽊がある場合は、できる限り保存するよう努める。 

視点場からの眺望 ・周辺の景観から突出した印象を与えない位置や規模とする。 

その他 

・⾃動販売機やごみ置き場の設置、駐⾞場を整備する場合は、周辺景観に影響を及ぼさない
よう努める。 

・河川等⽔辺に接する場合は、できる限り⽔際から後退し緑化するなど、⽔辺にふさわしい空間
づくりを⾏う。 

・既存の建築物は⽼朽化による破損など放置せず、できる限り適切な維持管理に努める。 
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２）太陽光発電設備＜個別事項＞ 

全体 

・規模や地形に応じ、太陽光パネルの向きや傾斜を揃えるようにする。 
・主要な道路や公園等から⾒える場所、住宅地に隣接した場所に設置する場合は、できるだけ
後退して周辺の景観や住宅等への圧迫感を軽減し、太陽光の反射等に配慮するとともに、植
栽等による緩衝帯を設けて⽬隠しを⾏うなど、できる限り⽬⽴たないようにする。 

・主要道路や住宅敷地等に隣接する場合は、太陽光パネルを境界から１ｍ以上後退させる｡ 
・⽂化財、景観資産、景観重要建造物や景観重要樹⽊などとの接近を避ける、もしくは、樹⽊
等による緩衝帯を設ける。 

・稜線や斜⾯上部、⾼台等、周辺から⾒通せる場所は極⼒避け、やむを得ない場合は尾根や
地形の連続性が損なわれる等の違和感が⽣じないよう、樹⽊の伐採や⼟地の掘削を最⼩限
にとどめる。 

・⼭の斜⾯に設置する場合は、太陽光パネル単⼀による圧迫感や⼈⼯物の存在を軽減させるた
め、太陽光パネルの分散配置やパネル周辺での樹⽊の設置など、景観に配慮する。 

⾊彩 ・太陽光パネル、フレーム及び架台は、原則、低彩度の⽬⽴たない⾊彩とする。 

意匠及び形態 
・⾼さを抑え、周辺の景観になじまない著しく突出したものとしない。 
・低反射性⼜は防眩性があり、模様が⽬⽴たないものを使⽤する。 

付帯設備 
・パワーコンディショナーやキュービクル、フェンス等は、周辺の景観と調和した⾊彩とし、低彩度とす
る。 

その他 

・太陽光発電設備及び敷地内は、定期的に保守点検を⾏うなど適切に維持管理し、時間的
経過に伴う景観悪化を防ぐなど維持管理に努める。 

・太陽光発電設備を廃⽌する際に適切な撤去・処分について計画を⾏うとともに、廃⽌の際は
速やかに撤去を⾏い、現状復帰に努める。 

 

３）⾵⼒発電設備＜個別事項＞ 
位置・規模 ・⼤規模な⾵⼒発電設備の設置は避けること。また、⽤途地域内（⼯業系は除く）には原則

設置しない。 
・周辺の住宅等からなるべく距離をとった位置とすること。 
・地形を活かし、⾒え⽅を最⼩化する位置とする。 
・地形や背景の⼭並みなどの眺望に配慮し、稜線を超えることがない位置・規模とする。 
・地域の代表的な景観資源である寺社仏閣、天然記念物等の⾃然やシンボルとなる⼭等の景
観に影響を与える位置は避ける。 

・主要な展望地からの眺望への影響を極⼒回避すること。やむを得ず設置する場合は、⾼さを極
⼒低くする。 

⾊彩 ・⽀柱、ブレード、付帯設備等は周辺環境と調和する⾊彩とする。 
・⾵⼒発電設備を複数設置する場合は、同⾊で統⼀する。 

その他 ・施設内配線及び発電所から電⼒系統へつなぐ電源線の地中化に努める。 
・付帯設備は周辺環境と調和を考慮し、⽬隠し等の設置に努める。 
・樹⽊の伐採、造成等の範囲は必要最⼩限に努める。 
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（２）屋外における⼟⽯、廃棄物、再⽣資源その他の物件の堆積＜共通事項＞ 
貯蔵⼜は集積の
⽅法 

・主要な視点場（眺望点）や道路から⾒えないよう、集積⼜は貯蔵の位置や⽅法の⼯夫に努
める。 

・周辺の景観を阻害しないよう、集積⼜は貯蔵の⾼さをできる限り低く抑える。 
遮へい ・⾏為地の出⼊⼝は最⼩限に限定し、⾏為地が外から⾒えにくくなるよう堀や囲い等の遮へいに

努める。 

 

（３）⼟⽯等の採取、鉱物の採掘、⼟地の区画形質の変更＜共通事項＞ 
遮へい ・⾏為地の出⼊⼝は最⼩限に限定し、⾏為地が外から⾒えにくくするよう努める。 
跡地の形状 ・⻑⼤な法⾯⼜は擁壁を⽣じさせないように努める。 

・法⾯はできる限りゆるやかな勾配とし、周辺の地形と滑らかに連続させる。 
・周辺の植⽣と調和した法⾯の緑化に努める。 

跡地の緑化 ・⾏為を終了したところから速やかに周辺の植⽣と調和した緑化に努める。 
その他 ・⾏為地内に優れた景観を形成している樹林等がある場合は、それらの保存に努める。 

 

（４）開発⾏為＜共通事項＞ 
⼟地の形状 ・周辺地形との調和を図り、主要な視点場（眺望点）からの眺望を著しく損なうことがないよう

に努める。 
⼟地の緑化 ・⾏為地内はできる限り緑化するよう努める。 
法⾯及び擁壁の
造成 

・周辺の植⽣と調和した法⾯の緑化に努める。 

 

（５）⽊⽵の伐採＜共通事項＞ 
緑化 ・伐採は必要最低限とし、伐採後は緑化による修景に配慮する。 
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２．配慮事項の解説 
（１）建築物・⼯作物 

１）⼟地利⽤に応じた基準＜共通事項＞ 
①位置・配置 
配慮事項 ●周辺及び敷地内の建築物などと調和した配置とする。 

 

 

チェック項⽬ 
□ 建築物の壁⾯や前⾯道路に⾯した敷地境界線に配慮した配置としているか。 
□ 可能な範囲で、隣接建物との壁⾯の調和を図った配置としているか。 

 

配慮事項 ●道路境界線や隣地境界線から後退した位置とし、ゆとりのある空間の確保に努める。 

 

 

チェック項⽬ 

□ 道路境界線や隣地境界線から建築物までの距離にできる限りゆとり（1ｍ程度のセットバッ
クが望ましい）を持たせ、圧迫感を与えないように配慮しているか。 

□ ⼗分な後退距離を確保できない場合、敷地境界付近における植栽の設置や、建築上の上
層階を後退させるなどにより、圧迫感を与えないように配慮しているか。 
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配慮事項 ●景観資源や景観重要建造物等に近接する場合は、その景観保全に配慮した位置とする。 

 

チェック項⽬ 
□ 周辺の町並みとの調和や連続性の確保に配慮した配置としているか。 
□ 主要な眺望点（公共の場や集客拠点、交通結節点、景観形成軸、視点場等）から、景

観資源や景観重要建造物等の眺望が妨げられないよう配慮した配置としているか。 

 
②規模・⾼さ 
配慮事項 ●周辺の景観と調和した⾼さや規模とするよう努める。 

 

チェック項⽬ 

□ 主要な眺望点（公共の場や集客拠点、交通結節点や景観形成軸、観光地等）からの眺望
を妨げないよう配慮した⾼さとしているか。 

□ 背後の⼭並み景観を出来る限り阻害しないよう配慮した⾼さとしているか。 
□ 周辺の町並みに対して、突出した⾼さとなっていないか。 
□ ⼤きさについても周辺の景観との調和に配慮しているか。 
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③形態・意匠・素材 
配慮事項 ●建築物全体としてまとまりがあり、良好な眺望景観の形成に配慮した形態・意匠とする。 

 

 

チェック項⽬ 
□ 建築物全体としてまとまりのある形態としているか。 
□ 壁⾯デザインなどについて、⼀体感のある意匠や素材としているか。 

 

配慮事項 
●建築物等は、周辺の歴史・⽂化との調和に努める。 
●周辺景観との調和や地域特性に応じ、全体的に違和感や圧迫感のない形態・意匠とする。 

 

チェック項⽬ □ 隣接する建築物などと⽐べて、際⽴った外観となっていないか。 
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配慮事項 
●ベランダ、バルコニー、設備機器等を設置する場合は、建築物本体と調和したものとするなど、ま

とまりのある意匠とする。 

 

 

 

チェック項⽬ 

□ 外壁部の屋外付帯施設・設備（屋外階段、ベランダ、配管等）は、⽬⽴たないように形態
意匠の⼯夫を⾏い、建築物本体及び周辺の景観との調和に配慮しているか。 

□ 屋上部の屋外付帯施設・設備（給⽔施設、屋外機等）は、⽬⽴たないように形態意匠の
⼯夫を⾏い、建築物本体及び周辺の景観との調和に配慮しているか。 

□ ベランダやバルコニーは、建築物本体とのバランスに配慮するとともに、物⼲場や設備などが通
りから⾒えないよう⼯夫しているか。 

□ アンテナ類は、可能な限り共有化を図り、すっきりとしているか。 
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配慮事項 
●建築物への看板、広告塔などの設置はできるだけ避け、やむを得ず設置する場合は、集約化し必

要最⼩限にとどめるとともに、周囲に与える突出感や違和感を軽減するような意匠とするよう努め
る。 

 

チェック項⽬ 
□ 看板及び広告塔は、必要最⼩限の⼤きさや箇所となるよう配慮しているか。 
□ 建築物及び周辺の景観との調和に配慮したデザイン、⾊彩としているか。 

 

配慮事項 
●通りに⾯して壁⾯等を設置する場合は、周辺の景観に合わせて適度に壁⾯を区分した意匠・形態

とするなど、圧迫感や威圧感を軽減する。 

 

チェック項⽬ □ 周辺の景観に合わせ、適度に壁⾯や屋根を区分した形態・意匠としているか。 

 

配慮事項 
●建築後、汚れや破損等によって景観を損なうことがないよう、耐久性、対候性、耐⾊性、年⽉によ

る⾵合い等を考慮した素材を使⽤するよう努める。 

チェック項⽬ 
□ 周辺の建築物に合わせた素材や材料が⽤いられているか。 
□ ⻑い期間にわたってその性能や様相を保つことができる素材・材料を⽤いているか。 
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④⾊彩 

配慮事項 
●周辺の町並み、⼭並み、⽥園との調和に配慮する。 
●壁⾯に複数の⾊やアクセント⾊を使⽤する際は、周囲の⾊彩との調和、⾊彩の組み合わせに配慮

する。 

 

 

チェック項⽬ 

□ 建築物の外観（屋根や外壁）の⾊彩は、周辺景観との調和に配慮した落ち着きのあるものを
基調としているか。 

□ 屋上⼯作物の⾊彩は、建築物本体及び周辺景観との調和に配慮しているか。 
□ ⾚や⻩⾊等の⽬⽴つ⾊をアクセントカラーとして導⼊する場合は、使⽤する⾊彩相互の調和、使

⽤する量のバランスに⼯夫しているか。 

 
配慮事項 ●建築設備等の⾊彩は、建築物本体や周辺景観と調和するものとする。 

 

 

チェック項⽬ 
□ 建築設備等は集約化・整除した上で、建築物外壁⾊と同⾊での仕上げとしているか。 
□ ルーバーや緑化等による遮へいを施すなど、調和するものとしているか。 
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配慮事項 ●⼯作物は、落ち着いた⾊彩で周辺景観や建築物と調和するよう努める。 

 

 

チェック項⽬ □ ⼯作物は、建築物外壁⾊と同系⾊や、落ち着いた⾊彩としているか。 

 
⑤敷地 

配慮事項 

●建築物が⼭並み、⽥園景観等の周辺景観と調和し、良好な景観の保全が図られるよう、樹⽊の
⾼さや位置に配慮しながら、植栽に努める。 

●植栽にあたっては、⾃然植⽣を考慮するとともに、周辺樹⽊と調和した樹種とする。特に樹姿や樹
勢の優れた樹⽊がある場合は、できる限り保存するよう努める。 

 

チェック項⽬ 
□ 道路や公共空間から⾒える場所を中⼼に、植栽をほどこしているか。 
□ 現存する優れた樹⽊の保護や道路等からの眺めに配慮した配置としているか。 
□ 樹⽊をそのまま保存できない場合は、敷地内での移植による保護を検討しているか。 
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⑥視点場からの眺望 
配慮事項 ●周辺の景観から突出した印象を与えない位置や規模とする。 

 

 

チェック項⽬ 

□ 背後の⼭並み景観を出来る限り阻害しないよう配慮した⾼さとしているか。 
□ 周辺の町並みに対して、突出した⾼さとなっていないか。 
□ 主要な眺望点（公共の場や集客拠点、交通結節点や景観形成軸、観光地等）からの眺望

を妨げないよう配慮した⾼さとしているか。 

 
⑦その他 

配慮事項 
●⾃動販売機やごみ置き場の設置、駐⾞場を整備する場合は、周辺景観に影響を及ぼさないよう

努める。 

 

 

チェック項⽬ 
□ ⾃動販売機やゴミ置き場は、⾞や歩⾏者の通⾏の妨げにならず、住環境、景観に配慮して設

置されているか。 
□ 駐⾞場利⽤者の安全性に配慮しつつ、周辺からの眺めに配慮しているか。 
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配慮事項 
●河川等⽔辺に接する場合は、できる限り⽔際から後退し緑化するなど、⽔辺にふさわしい空間づく

りを⾏う。 

 

チェック項⽬ 

□ 敷地境界線から建築物や⼯作物までの距離に出来る限りゆとりを持たせ、圧迫感を与えないよ
う配慮しているか。 

□ ⼗分な距離を確保できない場合、敷地境界付近における植栽の設置などにより、圧迫感を与え
ないよう配慮しているか。 

 
配慮事項 ●既存の建築物は⽼朽化による破損など放置せず、できる限り適切な維持管理に努める。 

チェック項⽬ 
□ 建築後、清掃や⽇常・保守点検、修繕や改修などにより、建築物の維持管理について配慮して

いるか。 
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２）太陽光発電設備＜個別事項＞ 
①全体 
配慮事項 ●規模や地形に応じ、太陽光パネルの向きや傾斜を揃えるようにする。 

 

 

チェック項⽬ □ 規模や地形に応じて、太陽光パネルの向きや傾斜を揃えているか。 

 

配慮事項 

●主要な道路や公園等から⾒える場所、住宅地に隣接した場所に設置する場合は、できるだけ後退
して周辺の景観や住宅等への圧迫感を軽減し、太陽光の反射等に配慮するとともに、植栽等によ
る緩衝帯を設けて⽬隠しを⾏うなど、できる限り⽬⽴たないようにする。 

●主要道路や住宅敷地等に隣接する場合は、太陽光パネルを境界から１ｍ以上後退させる｡ 

 

チェック項⽬ 

□ 主要な道路や公園から⾒える場所や住宅地に隣接する場合、敷地境界線からの後退や太陽
光の反射などに配慮しているか。 

□ 植栽等による緩衝帯を設けて⽬隠しを⾏うなど、できる限り⽬⽴たないようにしているか。 
□ 太陽光パネル周辺での樹⽊の伐採を必要最低限としているか。 
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配慮事項 
●⽂化財、景観資産、景観重要建造物や景観重要樹⽊などとの接近を避ける、もしくは、樹⽊等

による緩衝帯を設ける。 

 

チェック項⽬ 
□ 周辺に⽂化財、景観資産、景観重要建造物や景観重要樹⽊等がある場合、接近を避けてい

るか。 
□ やむを得ない場合は、植栽等による緩衝帯を設けているか。 

 

配慮事項 
●稜線や斜⾯上部、⾼台等、周辺から⾒通せる場所は極⼒避け、やむを得ない場合は尾根や地形

の連続性が損なわれる等の違和感が⽣じないよう、樹⽊の伐採や⼟地の掘削を最⼩限にとどめ
る。 

 

チェック項⽬ 
□ 稜線や斜⾯上部、⾼台等、周辺から⾒通せる場所への設置は避けているか。 
□ やむを得ない場合は、樹⽊の伐採や⼟地の掘削を最⼩限にしているか。 
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配慮事項 
●⼭の斜⾯に設置する場合は、太陽光パネル単⼀による圧迫感や⼈⼯物の存在を軽減させるため、

太陽光パネルの分散配置やパネル周辺での樹⽊の設置など、景観に配慮する。 

 

チェック項⽬ □ 太陽光パネルの分散配置やパネル周辺に樹⽊を設置するなど、周辺環境に配慮しているか。 

 
②⾊彩 

配慮事項 ●太陽光パネル、フレーム及び架台は、原則、低彩度の⽬⽴たない⾊彩とする。 

チェック項⽬ □ 太陽光パネル、フレーム、架台等は、⿊や濃紺系の低彩度で⽬⽴たない⾊彩のものか。 

 
③意匠及び形態 
配慮事項 ●⾼さを抑え、周辺の景観になじまない著しく突出したものとしない。 

 

 

チェック項⽬ □ ⾼さや著しく突出したものとしないなど、周辺の住環境や景観に配慮したものとしているか。 
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配慮事項 ●低反射性⼜は防眩性があり、模様が⽬⽴たないものを使⽤する。 

 

チェック項⽬ □ 太陽光パネルは、低反射性⼜は防眩性があり、模様が⽬⽴たないものを使⽤しているか。 

 
④付帯設備 
配慮事項 ●パワーコンディショナーやキュービクル、フェンス等は、周辺の景観と調和した⾊彩とし、低彩度とする。 

 

チェック項⽬ 
□ パワーコンディショナーやキュービクル、フェンス等は、周辺の景観と調和した⾊彩や低彩度のものと

しているか。 

 
⑤その他 

配慮事項 

●太陽光発電設備及び敷地内は、定期的に保守点検を⾏うなど適切に維持管理し、時間的経過
に伴う景観悪化を防ぐなど維持管理に努める。 

●太陽光発電設備を廃⽌する際に適切な撤去・処分について計画を⾏うとともに、廃⽌の際は速や
かに撤去を⾏い、現状復帰に努める。 

 

チェック項⽬ 
□ 太陽光発電施設や敷地内での、定期的な保守点検や必要に応じて修繕を⾏うなど、適切な

維持管理を考えているか。 
□ 廃⽌の際、速やかな撤去や、現状復帰について計画しているか。 
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３）⾵⼒発電設備＜個別事項＞ 
①位置・規模 

配慮事項 
●⼤規模な⾵⼒発電設備の設置は避けること。また、⽤途地域内（⼯業系は除く）には原則設置

しない。 
●周辺の住宅等からなるべく距離をとった位置とすること。 

 

チェック項⽬ 

□ ⼤規模な⾵⼒発電設備ではないか。 
□ ⽤途地域内（⼯業系は除く）ではないか。 
□ 周辺の住宅等から、なるべく距離をとった位置としているか。 
□ 主要な眺望点（公共の場や集客拠点、交通結節点や景観形成軸、観光地等）から、歴史

的建築物等の眺望を妨げないよう配慮した配置としているか。 

 
配慮事項 ●地形を活かし、⾒え⽅を最⼩化する位置とする。 

 

チェック項⽬ □ 地形の活⽤などにより、⾒え⽅を最⼩化する位置としているか。 

 
配慮事項 ●地形や背景の⼭並みなどの眺望に配慮し、稜線を超えることがない位置・規模とする。 

 

チェック項⽬ □ スカイラインを切断しない位置や規模としているか。 
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配慮事項 

●地域の代表的な景観資源である寺社仏閣、天然記念物等の⾃然やシンボルとなる⼭等の景観
に影響を与える位置は避ける。 

●主要な展望地からの眺望への影響を極⼒回避すること。やむを得ず設置する場合は、⾼さを極⼒
低くする。 

 

 

チェック項⽬ □ 眺望対象への影響を極⼒⼩さくする位置や規模としているか。 

 
②⾊彩 

配慮事項 
●⽀柱、ブレード、付帯設備等は周辺環境と調和する⾊彩とする。 
●⾵⼒発電設備を複数設置する場合は、同⾊で統⼀する。 

 

チェック項⽬ 
□ ⾵⼒発電設備は、周辺環境と調和する⾊彩としているか。 
□ ⾵⼒発電設備を複数設置する場合は、同⾊で統⼀しているか。 
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③その他 
配慮事項 ●施設内配線及び発電所から電⼒系統へつなぐ電源線の地中化に努める。 

チェック項⽬ □ 施設内配線及び発電所からの電⼒系統へつなぐ電源線は、地中化されているか。 

 
配慮事項 ●付帯設備は周辺環境と調和を考慮し、⽬隠し等の設置に努める。 

 

 

チェック項⽬ 
□ 付帯設備は、周辺環境との調和を考慮し、植栽やフェンスなどの⽬隠し等を設置するものとして

いるか。 

 
配慮事項 ●樹⽊の伐採、造成等の範囲は必要最⼩限に努める。 

チェック項⽬ □ 樹⽊の伐採、造成等の範囲は必要最⼩限としているか。 
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（２）屋外における⼟⽯、廃棄物、再⽣資源その他の物件の堆積＜共通事項＞ 
①貯蔵⼜は集積の⽅法 

配慮事項 
●主要な視点場（眺望点）や道路から⾒えないよう、集積⼜は貯蔵の位置や⽅法の⼯夫に努め

る。 
●周辺の景観を阻害しないよう、集積⼜は貯蔵の⾼さをできる限り低く抑える。 

 

 

チェック項⽬ 

□ 敷地境界線からできる限り距離をとるよう配慮しているか。 
□ 積み上げは、できる限り整然としているか。 
□ 主要な眺望地からの⾒え⽅を確認し、⾏為地の場所を⼯夫しているか。 
□ やむを得ず⾒える場合は、範囲を狭めたり植栽を施す等の配慮を⾏っているか。 
□ 集積⼜は貯蔵の⾼さをできる限り低く抑えているか。 

 
②遮へい 

配慮事項 
●⾏為地の出⼊⼝は最⼩限に限定し、⾏為地が外から⾒えにくくなるよう堀や囲い等の遮へいに努

める。 

 

 

チェック項⽬ 
□ 出⼊⼝は、できる限り限定するよう⼯夫されているか。 
□ 緑化や仮囲いなどにより周囲からの遮蔽に配慮しているか。 
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（３）⼟⽯等の採取、鉱物の採掘、⼟地の区画形質の変更＜共通事項＞ 
①遮へい 
配慮事項 ●⾏為地の出⼊⼝は最⼩限に限定し、⾏為地が外から⾒えにくくするよう努める。 

 

 

 

チェック項⽬ 
□ 出⼊⼝は、できる限り限定するよう⼯夫されているか。 
□ ⾏為地を外から⾒えにくくするため、敷地内に緑化を図っているか。 
□ 緑化が難しい場合、遮へいのために、フェンスなどの設置を⾏っているか。 
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②跡地の形状 

配慮事項 
●⻑⼤な法⾯⼜は擁壁を⽣じさせないように努める。 
●法⾯はできる限りゆるやかな勾配とし、周辺の地形と滑らかに連続させる。 
●周辺の植⽣と調和した法⾯の緑化に努める。 

 

 

チェック項⽬ 

□ 周囲の景観との調和に配慮されているか。 
□ ⻑⼤な法⾯はできる限りゆるやかな勾配にしたり、擁壁などを⽣じさせないように周辺の地形と滑

らかに連続させるなどの⼯夫を⾏っているか。 
□ 敷地内に積極的に緑化を図っているか。 

 
③跡地の緑化 
配慮事項 ●⾏為を終了したところから速やかに周辺の植⽣と調和した緑化に努める。 

 

チェック項⽬ 
□ 採取⼜は掘採後の法⾯等は、周辺の景観との調和に配慮されているか。 
□ できる限り、緑化を図っているか。 
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④その他 
配慮事項 ●⾏為地内に優れた景観を形成している樹林等がある場合は、それらの保存に努める。 

 
チェック項⽬ □ 現存する優れた樹⽊の保全・活⽤に配慮しているか。 

 
（４）開発⾏為＜共通事項＞ 

①⼟地の形状 

配慮事項 
●周辺地形との調和を図り、主要な視点場（眺望点）からの眺望を著しく損なうことがないように努

める。 

 

チェック項⽬ 
□ 主要な視点場（眺望点）からの眺望を擁壁などにより著しく損なうことがないように配慮してい

るか。 
□ できる限り、⻑⼤な法⾯、擁壁などを⽣じさせないよう⼯夫を⾏っているか。 

 
②⼟地の緑化 
配慮事項 ●⾏為地内はできる限り緑化するよう努める。 

 

チェック項⽬ 
□ 周囲の景観との調和に配慮されているか。 
□ 敷地内に積極的に緑化を図っているか。 
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③法⾯及び擁壁の造成 
配慮事項 ●周辺の植⽣と調和した法⾯の緑化に努める。 

 

チェック項⽬ 

□ 周囲の景観との調和に配慮されているか。 
□ 敷地内に積極的に緑化を図っているか。 
□ 法⾯との組み合わせにより擁壁⾼さを低く抑えるなど、⻑⼤な法⾯、擁壁などを⽣じさせないよう

⼯夫しているか。 

 
（５）⽊⽵の伐採＜共通事項＞ 

①緑化 
配慮事項 ●伐採は必要最低限とし、伐採後は緑化による修景に配慮する。 

 

 

チェック項⽬ 
□ ⽊⽵の伐採は最⼩限にし、保全に努めているか。 
□ 伐採後は緑化による修景等に配慮しているか。 
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第３章 景観形成基準 

１．景観形成基準の⼀覧 
（１）建築物・⼯作物 

１）⼟地利⽤に応じた基準＜共通事項＞ 
⾊彩 ・彩度は 6 以下とし、落ち着いた⾊彩を基調に、⼭並み、⽥園と調和させる。 

・壁⾯に複数の⾊や彩度 6 を超えるアクセント⾊を使⽤する場合は、壁⾯の⾯積の 10％以内と
し、周囲の⾊彩との調和や⾊彩の組み合わせ、使⽤する⾯積のバランスに⼗分留意し、落ち着
いたものとする。 

敷地 ・敷地の周囲は、中・⾼⽊や⽣け垣により緑化し、道路から後退してできる空間は、積極的な緑
化に努める。 

・駐⾞場は、道路から直接⾒えにくい位置に配置、周囲を緑化等により遮へいするよう努める。 
・道路に⾯した敷地境界には、沿道の町並みや緑の連続性の確保、圧迫感の軽減など、歩⾏
空間の景観向上に配慮した植栽に努める。 

 

２）太陽光発電設備＜個別事項＞ 
全体 ・主要な道路や住宅の敷地等に隣接する場合は、太陽光パネル等を境界から１ｍ以上後退さ

せ、空地を確保する。 
⾊彩 ・太陽光パネル、フレーム及び架台は、原則⿊や濃紺系、低彩度の⽬⽴たない⾊彩、周辺から

視認可能な場合は周辺の景観と調和した⾊彩とする。 
意匠及び形態 ・⾼さは最低限とし、周辺の景観になじまない著しく突出したものとしない。 

・低反射性⼜は防眩性の⾼いものとし、模様が⽬⽴たないものを使⽤する。 

 

３）⾵⼒発電設備＜個別事項＞ 
位置・規模 ・周辺の住宅等の敷地から 500m 以上距離を確保する。 
その他 ・樹⽊の伐採、造成等の範囲は必要最⼩限とする。 

 

（２）屋外における⼟⽯、廃棄物、再⽣資源その他の物件の堆積＜共通事項＞ 
貯蔵⼜は集積の
⽅法 

・主要な視点場（眺望点）や道路から⾒えないよう、集積⼜は貯蔵の位置や⽅法を⼯夫す
る。 

・周辺の景観を阻害しないよう、集積⼜は貯蔵の⾼さをできる限り低く抑え、整然と⾏う。 
遮へい ・塀や囲いなどを設ける場合は、その⾊彩を周辺と調和させる。 

・遮へいに伴う植栽にあたっては、⾃然植⽣を考慮するとともに、周辺の樹⽊と調和した樹種とす
る。 
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（３）⼟⽯等の採取、鉱物の採掘、⼟地の区画形質の変更＜共通事項＞ 
遮へい ・⾏為地の周囲は、常緑の中・⾼⽊等による緑化や周辺の道路からの遮へいに努める。 
跡地の形状 ・⻑⼤な法⾯⼜は擁壁を⽣じさせないようにする。 

・周辺の植⽣と調和した法⾯の緑化を⾏う。 
跡地の緑化 ・⾏為を終了したところから速やかに周辺の植⽣と調和した緑化を⾏う。 
その他 ・⾏為地内に優れた景観を形成している樹林等がある場合は、それらを保全し修景に積極的に

活⽤する。 

 

（４）開発⾏為＜共通事項＞ 
⼟地の形状 ・地形の改編をできる限り少なくし、従来の地形を⽣かしたものとする。 

・周辺地形との調和を図り、主要な視点場（眺望点）からの眺望を著しく損なうことがないよう
にする。 

⼟地の緑化 ・⾏為地内に優れた景観を形成している樹林帯（特に、樹姿や樹勢の優れた樹⽊）がある場
合は、それらを保全⼜は移植し、修景に積極的に活⽤する。 

法⾯及び擁壁の
造成 

・⻑⼤な法⾯⼜は擁壁を⽣じさせないようにする。 
・法⾯はできる限りゆるやかな勾配とし、周辺の地形と滑らかに連続させる。 
・周辺の植⽣と調和した法⾯の緑化を⾏う。 

 

（５）⽊⽵の伐採＜共通事項＞ 
緑化 ・伐採は必要最低限とし、伐採後は緑化による修景を⾏う。 
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２．景観形成基準の解説 
（１）建築物・⼯作物 

①⾊彩 

形成基準 

●彩度は 6 以下とし、落ち着いた⾊彩を基調に、⼭並み、⽥園と調和させる。 

●壁⾯に複数の⾊や彩度 6 を超えるアクセント⾊を使⽤する場合は、壁⾯の⾯積の 10％以内とし、
周囲の⾊彩との調和や⾊彩の組み合わせ、使⽤する⾯積のバランスに⼗分留意し、落ち着いたも
のとする。 

チェック項⽬ 

□ 建築物の外観（屋根や外壁）の⾊彩は、彩度 6 以下とし、落ち着いた⾊彩を基調にしている
か。 

□ 壁⾯に複数の⾊や彩度 6 を超えるアクセント⾊を使⽤する場合は、壁⾯の⾯積の 10％以内と
し、周囲の⾊彩との調和や組み合わせ、使⽤する⾯積のバランスに留意し、落ち着いたものとしてい
るか。 

 
②敷地 

形成基準 

●敷地の周囲は、中・⾼⽊や⽣け垣により緑化し、道路から後退してできる空間は、積極的な緑化
に努める。 

●駐⾞場は、道路から直接⾒えにくい位置に配置、周囲を緑化等により遮へいするよう努める。 

●道路に⾯した敷地境界には、沿道の町並みや緑の連続性の確保、圧迫感の軽減など、歩⾏空間
の景観向上に配慮した植栽に努める。 

 

 

チェック項⽬ 
□ 道路や公共空間から⾒える場所を中⼼に、植栽をほどこしているか。 
□ 現存する優れた樹⽊の保護や道路等からの眺めに配慮した配置としているか。 
□ 樹⽊をそのまま保存できない場合は、敷地内での移植による保護を検討しているか。 
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２）太陽光発電設備＜個別事項＞ 
①全体 

形成基準 
●主要な道路や住宅の敷地等に隣接する場合は、太陽光パネル等を境界から１ｍ以上後退させ、

空地を確保する。 

 

チェック項⽬ 
□ 主要な道路や住宅の敷地等に隣接する場合は、太陽光パネル等を境界から 1ｍ以上後退さ

せ、空地を確保しているか。 

 

②⾊彩 

形成基準 
●太陽光パネル、フレーム及び架台は、原則⿊や濃紺系、低彩度の⽬⽴たない⾊彩、周辺から視認

可能な場合は周辺の景観と調和した⾊彩とする。 

チェック項⽬ 
□ 太陽光パネル、フレーム、架台等は、⿊や濃紺系の低彩度で⽬⽴たない⾊彩のものか。 
□ 周辺から視認可能な場合は、周辺の景観と調和した⾊彩か。 

 
③意匠及び形態 

形成基準 
●⾼さは最低限とし、周辺の景観になじまない著しく突出したものとしない。 

●低反射性⼜は防眩性の⾼いものとし、模様が⽬⽴たないものを使⽤する。 

チェック項⽬ 
□ ⾼さは最低限とし、著しく突出したものとしていないか。 
□ 太陽光パネルは、低反射性⼜は防眩性が⾼いものとし、模様が⽬⽴たないものを使⽤している

か。 

 
３）⾵⼒発電設備＜個別事項＞ 
①位置・規模 
形成基準 ●周辺の住宅等の敷地から 500m 以上距離を確保する。 

チェック項⽬ □ 周辺の住宅等から、500ｍ以上距離を確保しているか。 

 
②その他 
形成基準 ●樹⽊の伐採、造成等の範囲は必要最⼩限とする。 

チェック項⽬ □ 樹⽊の伐採、造成等の範囲は必要最⼩限としているか。 
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（２）屋外における⼟⽯、廃棄物、再⽣資源その他の物件の堆積＜共通事項＞ 
①貯蔵⼜は集積の⽅法 
形成基準 ●主要な視点場（眺望点）や道路から⾒えないよう、集積⼜は貯蔵の位置や⽅法を⼯夫する。 

チェック項⽬ 
□ 敷地境界線からできる限り距離をとるよう配慮しているか。 
□ 主要な眺望地からの⾒え⽅を確認し、⾏為地の場所を⼯夫しているか。 
□ やむを得ず⾒える場合は、範囲を狭めたり植栽を施す等の配慮を⾏っているか。 

 

形成基準 ●周辺の景観を阻害しないよう、集積⼜は貯蔵の⾼さをできる限り低く抑え、整然と⾏う。 
チェック項⽬ □ 集積⼜は貯蔵の⾼さをできる限り低く抑え、整然とされているか。 

 
②遮へい 

形成基準 
●塀や囲いなどを設ける場合は、その⾊彩を周辺と調和させる。 

●遮へいに伴う植栽にあたっては、⾃然植⽣を考慮するとともに、周辺の樹⽊と調和した樹種とする。

チェック項⽬ 
□ 出⼊⼝は、できる限り限定するよう⼯夫されているか。 
□ 緑化や仮囲いなどにより周囲からの遮蔽に配慮しているか。 

 

（３）⼟⽯等の採取、鉱物の採掘、⼟地の区画形質の変更＜共通事項＞ 
①遮へい 
形成基準 ●⾏為地の周囲は、常緑の中・⾼⽊等による緑化や周辺の道路からの遮へいに努める。 

チェック項⽬ 
□ ⾏為地の周囲は、常緑の中・⾼⽊等による緑化や、フェンスの設置などにより周辺の道路からの

遮へいを⾏っているか。 

 
②跡地の形状 

形成基準 
●⻑⼤な法⾯⼜は擁壁を⽣じさせないようにする。 

●周辺の植⽣と調和した法⾯の緑化を⾏う。 

チェック項⽬ 
□ ⻑⼤な法⾯はできる限りゆるやかな勾配にしたり、擁壁などを⽣じさせないように周辺の地形と滑

らかに連続させるなどの⼯夫を⾏っているか。 
□ 周辺の植⽣と調和した法⾯の緑化を⾏っているか。 

 
③跡地の緑化 
形成基準 ●⾏為を終了したところから速やかに周辺の植⽣と調和した緑化を⾏う。 

チェック項⽬ □ 採取⼜は掘採後の法⾯等は、速やかに周辺の植⽣と調和した緑化を⾏うものか。 
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④その他 

形成基準 
●⾏為地内に優れた景観を形成している樹林等がある場合は、それらを保全し修景に積極的に活

⽤する。 

チェック項⽬ 
□ ⾏為地内に優れた景観を形成している樹林等がある場合は、それらを保全し修景に積極的に

活⽤するものとなっているか。 

 

（４）開発⾏為＜共通事項＞ 
①⼟地の形状 

形成基準 

●地形の改編をできる限り少なくし、従来の地形を⽣かしたものとする。 

●周辺地形との調和を図り、主要な視点場（眺望点）からの眺望を著しく損なうことがないようにす
る。 

チェック項⽬ □ 主要な視点場（眺望点）からの眺望を著しく損なうことがないように配慮しているか。 

 
②⼟地の緑化 

形成基準 
●⾏為地内に優れた景観を形成している樹林帯（特に、樹姿や樹勢の優れた樹⽊）がある場合

は、それらを保全⼜は移植し、修景に積極的に活⽤する。 

チェック項⽬ 
□ ⾏為地内に優れた景観を形成している樹林帯（特に、樹姿や樹勢の優れた樹⽊）がある場合

は、それらを保全⼜は移植し、修景に積極的な活⽤を図っているか。 

 
③法⾯及び擁壁の造成 

形成基準 

●⻑⼤な法⾯⼜は擁壁を⽣じさせないようにする。 
●法⾯はできる限りゆるやかな勾配とし、周辺の地形と滑らかに連続させる。 

●周辺の植⽣と調和した法⾯の緑化を⾏う。 

チェック項⽬ 
□ 周囲の植⽣と調和した法⾯の緑化を図っているか。 
□ 法⾯との組み合わせにより擁壁⾼さを低く抑えるなど、⻑⼤な法⾯、擁壁などを⽣じさせないよう

⼯夫しているか。 

 
（５）⽊⽵の伐採＜共通事項＞ 

①緑化 
形成基準 ●伐採は必要最低限とし、伐採後は緑化による修景を⾏う。 

チェック項⽬ □ ⽊⽵の伐採は最⼩限にし、保全に努めているか。 
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第４章 ⾊彩に関する事項 

 
届出対象⾏為のうち、景観への影響が⼤きな要素となる建築物や⼯作物等の⾊彩について、

本市では現状、秋⽥県の「届出⾏為景観保全基準⾊彩ガイドライン」に則り運⽤しています。 
今後も、現状の運⽤を継続する（県ガイドラインへ準拠）ものとします。 
ただし、今後、景観づくり推進地区や景観資産等による市⺠等の景観形成に関わる意識が向

上した場合、⾊彩基準への規制強化への機運が⾼まった場合などには、本市の地域特性に応じ
た「⾊彩基準」を検討します。 
 

■届出行為景観保全基準色彩ガイドラインの解説 
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出典︓秋⽥県の景観を守る条例 届出⾏為景観保全基準⾊彩ガイドラインの解説 
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第５章 届出に必要な書類⼀覧 

景観計画区域内⾏為届出書（様式第 1 号）と添付図書は以下のとおりです。 

様式第１号（第４条関係） 
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（別紙） 
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別表第１（第４条、第６条、第12条関係） 

行為の種類 

図書 

種類 

（括弧内は縮尺） 
明示すべき事項 

建築物又は工作物の

新設、増築、改築若

しくは移転又は外観

の変更 

付近見取図（2,500分

の１以上） 

縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の対

象となる建築物（工作物）の位置 

配置図（200分の１以

上） 

・縮尺、方位、寸法、敷地境界線、敷地内におけ

る建築物（工作物）の位置、届出に係る建築物

及び工作物との別、行為の対象となる建築物

（工作物）の各部分の高さ並びに敷地の接する

道路の位置及び幅員 

・植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数、張り

芝等の位置 

・擁壁、垣、柵、塀等の高さ及び長さ 

２面以上の立面図

（200分の１以上） 

縮尺、方位、高さ、主要部分の寸法、開口部及び

付属設備の位置並びに形状、仕上げ材料及び色彩

（着色） 

カラー現況写真 敷地及びその周辺を２方向以上から撮影したもの

その他図書 その他参考となるべき事項を記載したもの 

屋外における土石、

廃棄物、再生資源そ

の他の物件の堆積 

付近見取図（2,500分

の１以上） 

縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の対

象となる土地の位置及び区域 

土地利用計画図

（1,000分の１以上） 

・縮尺、方位、敷地の形状及び寸法 

・物件の集積又は貯蔵の位置 

・遮蔽物の位置、種類、構造及び規模 

・緑化等の位置、樹種及び面積 

・隣接する道路の位置及び幅員、隣接する土地と

の高低差、付近の土地利用の現況 

断面図（1,000分の１

以上） 

・集積又は貯蔵された物件の形状 

・集積又は貯蔵された物件と塀等の位置 

・塀等の種類、形状及び色彩 

カラー現況写真 行為の場所及びその周辺を２方向以上から撮影し

たもの 

その他図書 その他参考となるべき事項を記載したもの 
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行為の種類 

図書 

種類 

（括弧内は縮尺） 
明示すべき事項 

土石等の採取、鉱物

の掘採、土地の区画

形質の変更、都市計

画法（昭和43年法律

第100号）に規定す

る開発行為 

付近見取図（2,500分

の１以上） 

縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の対

象となる土地の位置及び区域 

現況図（2,500分の１

以上） 

・縮尺、方位、行為地及び付近の土地利用の現

況、地形及び樹高 

・行為の区域 

・隣接する道路の位置及び幅員 

土地利用計画図

（1,000分の１以上） 

・縮尺、方位、行為地の形状及び寸法 

・行為後の地形及び地盤高 

・行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種

類及び規模 

・行為後の土地利用計画及び緑化計画 

断面図（1,000分の１

以上） 

行為の前後における土地の断面 

カラー現況写真 行為の場所及びその周辺を２方向以上から撮影し

たもの 

その他図書 その他参考となるべき事項を記載したもの 

木竹の伐採 付近見取図（2,500分

の１以上） 

縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の対

象となる土地の位置及び区域 

伐採計画図（500分の

１以上） 

縮尺、方位、伐採区域、付近の土地利用状況及び

隣接する道路の位置並びに幅員 

カラー現況写真 伐採する木竹及びその周辺を２方向以上から撮影

したもの 

その他図書 その他参考となるべき事項を記載したもの 
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別表第２（第５条関係） 

行為の種類 規模 

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 

高さが13ｍ又は延床面積1,000

㎡を超えるもの（増築又は改築

後においてこの規模を超えるも

のを含む。ただし、100㎡以下

の増改築を除く。） 

工作物の新設、増

築、改築若しくは移

転、外観を変更する

こととなる修繕若し

くは模様替又は色彩

の変更 

柵、塀、擁壁その他これらに類するもの 高さが３ｍを超えるもの 

・煙突、排気塔その他これらに類するも

の 

・彫像、記念碑その他これらに類するも

の（屋外広告物を除く。） 

・遊戯施設類 

・コンクリートプラント、アスファルト

プラント、クラッシャープラントその

他これらに類するもの 

・汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処

理施設その他これらに類するもの 

高さが13ｍを超えるもの 

・電波塔、記念塔、物見塔その他これら

に類するもの（屋外広告物を除く。）

・柱類（屋外広告物を除く。） 

高さが30ｍを超えるもの 

太陽光発電設備 築造面積（敷地面積）が1,000

㎡を超えるもの 

風力発電設備 高さが13ｍを超えるもの 

屋外における土石、

廃棄物、再生資源そ

の他の物件の堆積 

新設及び既存の物件への追加 高さが３ｍ又は水平投影面積が

1,000㎡を超えるもの 

土地等の採取、鉱物の掘採、土地の区画形質の変更 面積が3,000㎡又は法面・擁壁

の高さが３ｍを超えるもの 

都市計画法第４条第12項に規定する開発行為 都市計画区域内：3,000㎡以上

のもの 

都市計画区域外：10,000㎡以上

のもの 

木竹の伐採 － 
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大館市 景観計画 

景観計画に向けたガイドライン 

 

お問い合わせ：大館市 建設部 都市計画課 

〒018-5792 秋田県大館市比内町扇田字新大堤下 93番地 6 

TEL：0186-43-7135 FAX：0186-55-1018 

e-mail：keikan@city.odate.lg.jp 


